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  告　　　　　示  

山形県告示第181号

　山形県青少年健全育成条例（昭和54年３月県条例第13号）第８条第１項の規定により、次の図書類を青少年に有

害な図書類として指定する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

指定の理由発 行 所 等図書コード等題　　　　　　　　　　　　名
指定

番号

著しく青少年の

性的感情を刺激

し、その健全な

育成を阻害する

おそれがある。

㈱ジュネット08175－02ＢＯＹ'Ｓピアス禁断 ２月号393

㈱ 竹 書 房57624－77○秘 人妻ざかり美尻づくし394

㈱ サ ン 出 版03801－03comic Amour 2013 ３月号395

㈱ 竹 書 房13545－４月刊劇漫スペシャル 2013 ４月号396

㈱ ぶ ん か 社02092－３ＥＸ ＭＡＸ！SPECIAL vol.59397

㈱コアマガジン05375－04実話ＢＵＮＫＡタブー ４月号398

㈱ 芳 文 社17929－04別冊週漫スペシャル ４月号399

㈱ 竹 書 房57624－85デカすぎ揺れすぎの国宝級ボイン19連発！！400

㈱ 竹 書 房57626－87純潔カノジョ 初体験アンソロジー401

㈱ 竹 書 房57626－70おくさまにあ402

㈱エンジェル出版52254－82月に恋して403

㈱エンジェル出版52254－84ヌギカケ404

㈱ リ イ ド 社50447－19新 ホントにあったＨな体験③405
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山形県告示第182号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとさ

れる場合を含む。）の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第183号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の

例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

著しく青少年の

粗暴性又は残虐

性を助長し、そ

の健全な育成を

阻害するおそれ

がある。

㈱コアマガジン15975－01ＴＡＴＴＯＯ ＢＵＲＳＴ VOl.71406

著しく青少年の

犯罪又は自殺を

誘発し、又は助

長し、その健全

な育成を阻害す

るおそれがあ

る。

ミリオン出版㈱68466－37ナックルズ極ベスト vol.3407

㈱ 竹 書 房05267－４月刊実話ドキュメント ４月号408

㈱メディアボーイ15277－04実話時代 ４月号409

㈱データハウス鍵開けマニュアル410

㈱データハウスドラッグの教科書411

㈱笠倉出版社06231－04チャンプロード ４月号412

ミリオン出版㈱04877－４実話ナックルズ ４月号413

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成24.12. 3米沢市東三丁目４番41号

訪 問 看 護

介護予防訪問看護

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養

管理指導

医療法人大道寺医院

指定年月日指 定 施 術 機 関 の 所 在 地開 設 者指定施術機関の名称

平成25. 2.21鶴岡市本町二丁目12番９号吉 川　 譲鶴 岡 中 央 整 骨 院
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山形県告示第184号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者を次のと

おり指定した。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第185号

　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第51条の25第２項の規定により、指定一般相談支援事業者から次の

とおり事業を廃止する旨の届出があった。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第186号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　山形天童線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第187号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　山形上山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

指定年月日
障害児通所支援の

種類
事業所の名称及び所在地

指定障害児通所支援事業者の

名称及び主たる事務所の所在地

平成25. 2.20

児 童 発 達 支 援

放課後等デイサー

ビス

サポートセンターラブラドール

鶴岡市茅原字西茅原101番の６

株式会社ラブラドール

鶴岡市茅原字西茅原101番の６

同　　　2.22児 童 発 達 支 援
鶴岡市立あおば学園

鶴岡市宝町18番50号

社会福祉法人恵泉会

鶴岡市茅原町28番10号

廃止年月日事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地
指定一般相談支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地　　

平成25. 2.28

特定非営利活動法人なでしこＳＨＯＮＡＩ　

ドレミファさかた福祉施設いろは

酒田市上本町７番24号

特定非営利活動法人なでしこＳＨＯＮＡＩ

酒田市相生町一丁目６番11号

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

228
メートル75.6～

39.0
旧

山形市下柳140番11から

同　　　　298番１まで

同　上
メートル47.8～

26.6
新

山形市下柳140番５から

同　　　　298番１まで
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山形県告示第188号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　山形上山線

２　供用開始の区間　　山形市大字松原字雨ヶ沢1541番６から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　字坂ノ上1631番10まで

３　供用開始の期日　　平成25年３月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第189号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部西村山建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供

する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　大江西川線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第190号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部西村山建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供

する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　大江西川線

２　供用開始の区間　　西村山郡大江町大字顔好字中道下甲73番７から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　甲697番まで

３　供用開始の期日　　平成25年３月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

710
メートル86.0～

28.8
旧

山形市大字松原字雨ヶ沢1562番１から

同　　　　　　字坂ノ上1631番10まで

同　上
メートル86.0～

28.8
新

山形市大字松原字雨ヶ沢1541番６から

同　　　　　　字坂ノ上1631番10まで

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

129
メートル20.2～

5.0
旧

西村山郡大江町大字顔好字中道下甲73番７から

同　　　　　　　　　　　　　　甲697番まで

同　上
メートル35.3～

11.6
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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山形県告示第191号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　458号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第192号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　458号

２　供用開始の区間　　最上郡大蔵村大字南山字木遠田1912番９から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　字鍋倉山外10国有林2126林班よ小班まで

３　供用開始の期日　　平成25年３月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第193号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　山形南陽線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第194号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

40
メートル13.5～

12.5
旧

最上郡大蔵村大字南山字木遠田1912番９から

同　　　　　　　　　字鍋倉山外10国有林2126林班よ小班まで

同　上
メートル32.5～

12.5
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

958
メートル25.0～

6.2
旧

南陽市金山字八幡前5130番１から

同　　　　字明神前5397番１まで
メートル

1,005
メートル25.0～

18.5
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

同　上同　上新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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２　路　線　名　　余目温海線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第195号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年３月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　余目温海線

２　供用開始の区間　　鶴岡市松根字中松根150番４から

　　　　　　　　　　　同　　　　字上松根54番まで

３　供用開始の期日　　平成25年３月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第196号

　山形県建設業者提出書類閲覧規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　山形県建設業者提出書類閲覧規程の一部を改正する規程

　山形県建設業者提出書類閲覧規程（昭和47年３月県告示第450号）の一部を次のように改正する。

　第２条に次のただし書を加える。

　　ただし、火曜日及び木曜日にあつては、午前９時30分から正午までとする。　

　　　附　則

　この規程は、平成25年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第197号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、米沢市長から次のと

おり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　米沢市相生町から同市大字花沢までの地域

２　公共測量を実施した期間

　　平成24年10月15日から同年12月31日まで

３　作業の種類

　　公共測量（２級水準測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第198号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更したので、関係図書の写し

を次のとおり縦覧に供する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　　藤島都市計画道路

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

304
メートル20.8～

5.4
旧

鶴岡市松根字中松根150番４から

同　　　　字上松根54番まで

同　上
メートル10.0～

7.4
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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　(2) 名　称　　３・４・６号藤島下町線及び３・５・１号藤島駅笹花線

２　都市計画を変更した土地の区域

　(1) ３・４・６号藤島下町線

　　イ　追加する部分　　なし

　　ロ　削除する部分　　鶴岡市上藤島字鎧田畑、藤島字川向、字向楯跡及び字西川原並びに平形字高畑地内

　(2) ３・５・１号藤島駅笹花線

　　イ　追加する部分　　なし

　　ロ　削除する部分　　鶴岡市上藤島字鎧田畑並びに藤島字川向及び字古楯跡地内

３　縦覧の場所

　　県土整備部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第199号

　次のとおり都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定による

告示があった。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　都市計画事業の種類及び名称

　(1) 種　類　　山形広域都市計画道路事業

　(2) 名　称　　３・４・207号山形老野森線

２　施行者の名称

　　山形県

３　事務所の所在地

　　山形市松波二丁目８番１号

４　事業地の所在

　(1) 収用の部分　　変更なし

　(2) 使用の部分　　なし

５　告示年月日及び番号

　　平成25年３月４日　東北地方整備局告示第38号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第200号

　次のとおり都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定による

告示があった。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　都市計画事業の種類及び名称

　(1) 種　類　　東根都市計画道路事業

　(2) 名　称　　３・４・３号宮崎西道線及び３・５・２号楯岡東根線

２　施行者の名称

　　山形県

３　事務所の所在地

　　山形市松波二丁目８番１号

４　事業地の所在

　(1) 収用の部分　　変更なし

　(2) 使用の部分　　なし

５　告示年月日及び番号

　　平成25年３月４日　東北地方整備局告示第39号
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山形県告示第201号

　次のとおり都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定による

告示があった。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　都市計画事業の種類及び名称

　(1) 種　類　　山形広域都市計画道路事業

　(2) 名　称　　３・４・28号四日町日月山線及び３・６・１号新築西通り二口橋線

２　施行者の名称

　　山形県

３　事務所の所在地

　　山形市松波二丁目８番１号

４　事業地の所在

　(1) 収用の部分　　変更なし

　(2) 使用の部分　　変更なし

５　告示年月日及び番号

　　平成25年３月４日　東北地方整備局告示第40号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第202号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり湯ノ浜川

土石流別紙図面のとおり小沢

土石流別紙図面のとおり湯野浜

土石流別紙図面のとおり嶽下－１

土石流別紙図面のとおり嶽下－２

土石流別紙図面のとおり嶽下－３

土石流別紙図面のとおり大谷川２

土石流別紙図面のとおりタケヤミチ沢

土石流別紙図面のとおり大谷１

土石流別紙図面のとおり大谷２

土石流別紙図面のとおり大谷川１

土石流別紙図面のとおり蓮花寺
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土石流別紙図面のとおり宮ノ前－１

土石流別紙図面のとおり宮ノ前－２

土石流別紙図面のとおり宮ノ前－３

土石流別紙図面のとおり八幡

土石流別紙図面のとおり家ノ前４

土石流別紙図面のとおり馬場１

土石流別紙図面のとおり黒森

土石流別紙図面のとおり町沢田

土石流別紙図面のとおり馬場２

土石流別紙図面のとおり湯本

土石流別紙図面のとおり瀬戸ノ沢

土石流別紙図面のとおり万年入

土石流別紙図面のとおり茗ヶ沢

土石流別紙図面のとおり横町２

土石流別紙図面のとおり横町３

土石流別紙図面のとおり殿田

土石流別紙図面のとおり宮ノ前１

土石流別紙図面のとおり横町１

土石流別紙図面のとおり宮ノ前３

土石流別紙図面のとおり宮ノ前２

土石流別紙図面のとおり前沢川

土石流別紙図面のとおり白山

土石流別紙図面のとおり宮ノ前４

土石流別紙図面のとおり宮ノ前５
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土石流別紙図面のとおり宮ノ前６

土石流別紙図面のとおり大沢１

土石流別紙図面のとおり大沢２

土石流別紙図面のとおり伊勢堂

土石流別紙図面のとおり谷定川

土石流別紙図面のとおり山谷川

土石流別紙図面のとおり蔵之沢

土石流別紙図面のとおり桃木沢

土石流別紙図面のとおり机沢

土石流別紙図面のとおり水沢

土石流別紙図面のとおり小芋川

土石流別紙図面のとおり上ノ山沢

土石流別紙図面のとおり中道沢

地すべり別紙図面のとおり舟見台－１

地すべり別紙図面のとおり田麦俣１－１

地すべり別紙図面のとおり田麦俣１－２

地すべり別紙図面のとおり田麦俣１－３

地すべり別紙図面のとおり田麦俣１－４

地すべり別紙図面のとおり田麦俣１－５

地すべり別紙図面のとおり田麦俣１－６

地すべり別紙図面のとおり田麦俣12

地すべり別紙図面のとおり久保

地すべり別紙図面のとおり鉢森

地すべり別紙図面のとおり大平１
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地すべり別紙図面のとおり大平２

地すべり別紙図面のとおり大平３

地すべり別紙図面のとおり 淵－１

地すべり別紙図面のとおり 淵－２

地すべり別紙図面のとおり 淵－３

地すべり別紙図面のとおり誉谷

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり山口

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり金山１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり金山２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり笹立

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり笹立北

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり湯野浜－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり湯野浜－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり湯野浜２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり湯野浜３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大石沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大石沢西

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮沢中

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり嶽ノ下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大谷

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり木の下３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下１－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下１－２
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急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下１－３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寺前１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寺山

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり四日市

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり木の下１－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり木の下１－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり木の下２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沢田１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沢田３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり浄化センター裏

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沢田

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寺前２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寺前３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり熊野前

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり水京３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下６

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮の前

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮の前４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮の前５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮の前３
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急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八幡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり蓮花寺－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり蓮花寺－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり蓮花寺２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八幡２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり仁三郎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町６

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮下１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり谷定

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下清水１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下清水２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり井岡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり今野

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり今野１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり扇平

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり清水尻
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び庄内総合支庁建設部河川砂防課並びに鶴岡市役

所において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第203号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成25年３月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり岩ノ下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣７

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣10

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寿岡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中田

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中田４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中田５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中田６

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり落合１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり立岩１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり落合２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり金剛山

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上ノ山１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上ノ山２

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　

指定の区域及び法第８条

第２項に規定する政令で

定める事項　　　　　　

土砂災害特別警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり小沢

土石流別紙図面のとおり湯野浜

土石流別紙図面のとおり嶽下－１
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土石流別紙図面のとおりタケヤミチ沢

土石流別紙図面のとおり大谷１

土石流別紙図面のとおり大谷２

土石流別紙図面のとおり蓮花寺

土石流別紙図面のとおり宮ノ前－１

土石流別紙図面のとおり宮ノ前－２

土石流別紙図面のとおり八幡

土石流別紙図面のとおり家ノ前４

土石流別紙図面のとおり馬場１

土石流別紙図面のとおり黒森

土石流別紙図面のとおり町沢田

土石流別紙図面のとおり馬場２

土石流別紙図面のとおり湯本

土石流別紙図面のとおり瀬戸ノ沢

土石流別紙図面のとおり万年入

土石流別紙図面のとおり茗ヶ沢

土石流別紙図面のとおり殿田

土石流別紙図面のとおり宮ノ前１

土石流別紙図面のとおり宮ノ前３

土石流別紙図面のとおり宮ノ前２

土石流別紙図面のとおり白山

土石流別紙図面のとおり宮ノ前４

土石流別紙図面のとおり宮ノ前５

土石流別紙図面のとおり大沢２
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土石流別紙図面のとおり伊勢堂

土石流別紙図面のとおり桃木沢

土石流別紙図面のとおり机沢

土石流別紙図面のとおり水沢

土石流別紙図面のとおり小芋川

土石流別紙図面のとおり上ノ山沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり山口

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり金山１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり金山２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり笹立

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり湯野浜－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり湯野浜－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり湯野浜２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり湯野浜３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大石沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大石沢西

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮沢中

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり大谷

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり木の下３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下１－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下１－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下１－３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寺前１
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急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寺山

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり四日市

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり木の下１－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり木の下１－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり木の下２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沢田１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沢田３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり浄化センター裏

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり沢田

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寺前２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寺前３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり熊野前

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり水京３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり楯ノ下６

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮の前

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮の前４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮の前５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮の前３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八幡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり蓮花寺－１
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急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり蓮花寺－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり蓮花寺２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八幡２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり仁三郎

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町６

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり横町３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮下１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり谷定

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下清水１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり下清水２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり井岡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり今野

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり今野１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり扇平

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり清水尻

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり岩ノ下

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣４
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び庄内総合支庁建設部河川砂防課並びに鶴岡市役

所において縦覧に供する。

  教育委員会関係  

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第４号

　山形県教育委員会３月定例会を次のとおり招集した。

　　平成25年３月15日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

１　招集の日時　　平成25年３月18日（月）　午後２時

２　招集の場所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　　　山形県庁舎教育委員室

３　議　　題

　(1) 山形県スポーツ推進計画の策定について

　(2) 山形県文化財保護条例第４条第１項の規定に基づく山形県指定有形文化財の指定について

　(3) 第６次山形県教育振興計画策定要綱の制定について

　(4) 山形県教育委員会職員の人事について

　(5) 教職員の人事について

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり田麦俣７

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり寿岡

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中田

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中田４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中田５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中田６

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり落合１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり立岩１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり落合２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり金剛山

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上ノ山１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり上ノ山２
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  公安委員会関係  

規　　　　　則

　山形県道路交通規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成25年３月15日

山 形 県 公 安 委 員 会　 　　　　　　　

委 員 長　　前　　　田　　　直　　　己

山形県公安委員会規則第１号

　　　山形県道路交通規則の一部を改正する規則

　山形県道路交通規則（昭和49年２月県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　別表第２一般県道大森中野線の項中「山形市大字漆山字伊達城4323番１」を「山形市大字漆山字住吉740番２」 

　　　　　　　「

に改め、同表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、平成25年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成25年３月15日

山 形 県 公 安 委 員 会　 　　　　　　　

委 員 長　　前　　　田　　　直　　　己

山形県公安委員会規則第２号

　　　山形県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

　山形県警察の組織に関する規則（平成14年３月県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　第14条第４号中「、退職手当及び公務災害補償」を「及び退職手当」に改め、同条第５号を削り、同条第６号を

同条第５号とし、同条第７号を同条第６号とし、同条第８号中「支援」を「支援一般」に改め、同号を同条第７号

とし、同条第９号を同条第８号とし、同条第10号から第14号までを１号ずつ繰り上げ、同条第15号中「課」を「課

並びに自動車警ら隊、機動捜査隊、交通機動隊及び機動隊」に改め、同号を同条第14号とし、同条第16号を同条第

15号とする。

　第17条に次の２号を加える。

　(6) 職員の公務災害補償に関すること。

　(7) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

　第19条第10号中「ストーカー対策」を「子どもの生命又は身体を害する犯罪対策及び女性に対する性的犯罪対

策」に改め、同条第12号を同条第14号とし、同条第11号を同条第13号とし、同条第10号の次に次の２号を加える。

　(11) ストーカー対策及び配偶者からの暴力対策に関すること。

　(12) 高齢者虐待対策に関すること。

　第21条第３号から第５号までを次のように改める。

　(3) 少年指導委員、少年補導員等に関すること。

　(4) 少年犯罪の捜査に関すること。

　(5) 幼児・児童虐待対策及び犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

　第29条第２号中「初動捜査」を「初動捜査及び被害者等の保護措置」に改める。

　第39条の表警務課の項中「第14条第15号」を「第14条第14号」に、「第14条第８号から第10号」を「第14条第７

号から第９号」に改め、同表生活安全企画課の項中「子ども・女性安全対策室」を「子ども・女性等安全対策室」

に、「第19条第２号及び第３号に掲げる事務のうち子どもと女性を犯罪から守る対策に関する事務並びに同条第４

山形市浜崎86番１から山形市平久保13番まで市道浜田青柳線

山形市浜崎86番１から山形市平久保13番まで市道浜田青柳線

山形市大字漆山字石田482番１から山形市大字漆山字石田586番

１まで

市道漆山石田２

号線
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号及び第８号」を「第19条第10号から第12号まで」に改め、同表少年課の項中「第３号」を「第５号」に改め、同

表に次のように加える。

　第40条第１項の表に次のように加える。

　第40条第２項の表警務課の項中「第６号及び第７号」を「第５号及び第６号」に改め、同表警備第二課の項中

「事務に」を「事務（全国育樹祭警衛警備準備室の所掌事務を除く。）に」に改める。

　第42条第１項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　「

　別表第１号中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表第２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、平成25年３月22日から施行する。ただし、第14条の改正規定、第17条の改正規定、第39条の表の改

正規定（警務課の項の改正規定に限る。）、第40条第２項の表の改正規定（警務課の項の改正規定に限る。）、第42条

第１項の表の改正規定並びに別表第１号及び第２号の改正規定は、平成25年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第37条第５号から第７号までに掲げる事務のうち全国育樹祭

に関する事務

全国育樹祭警衛警備準

備室
警 備 第 二 課

上司の命を受け、全国育樹祭警衛警備準備室の事務を掌理し、

所属の職員を指揮監督する。

全国育樹祭警衛警備準

備室長

全国育樹祭警衛警備

準備室

上司の命を受け、特定事項を処理する。専 門 員

上司の命を受け、特定事項を処理する。専 門 員

上司の命を受け、職員の健康管理その他保健に関する指導業務を

処理し、関係事務を整理する。
統 括 保 健 師 

山形市桧町四丁目北 部 交 番

山形市桧町四丁目北 部 交 番

山形市江俣四丁目嶋　 交 番

新庄市大字泉田萩　 野　 駐 在 所

最上郡舟形町堀内堀　 内　 駐 在 所

最上郡舟形町堀内堀　 内　 駐 在 所

酒田市宮内鳥　 海　 駐 在 所

酒田市本楯本　 楯　 駐 在 所

酒田市本楯北 酒 田　 駐 在 所
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　山形県警察職員の定数の配分に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成25年３月15日

山 形 県 公 安 委 員 会　 　　　　　　　

委 員 長　　前　　　田　　　直　　　己

山形県公安委員会規則第３号

　　　山形県警察職員の定数の配分に関する規則の一部を改正する規則

　山形県警察職員の定数の配分に関する規則（昭和34年９月県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正す

る。

　第２条の表を次のように改める。

　　　附　則

　この規則は、平成25年４月１日から施行する。

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第19号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により、平成24年12月16日執行の衆議院小選挙区選出

議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表する。

　　平成25年３月15日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　 　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類　　平成24年12月16日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（山形県第１区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

23,697,000　円

備 考合 計
その他の
職 員

　　警 察 官　　

区 分
計

警 部 補
巡査部長
巡 査

警 部警 視

警部補の総数は552人と

し、巡査部長の総数は

572人とする。

835人219人616人465人93人58人警 察 本 部

1,490人121人1,369人1,249人89人31人警 察 署
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３　報告書の要旨

　　支　出　収　入

　主たる寄附 616,000円　人　件　費

320,920　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

300,000　　　　　選挙事務所費

20,920　　　　　集合会場費582,651円政党　日本共産党山形県委員会

24,000　　通　信　費387,000　政党　日本共産党村山地区委員会

0　　交　通　費120,000　政党役員　加藤幹夫

0　　印　刷　費120,000　無職　水谷正和

24,000　　広　告　費120,000　無職　嵯峨勝巳

39,000　　文　具　費120,000　政党職員　坂野寿一

51,281　　食　糧　費120,000　無職　佐藤みつ

0　　休　泊　費10,000　　その他の寄附　　　　１件

0　　雑　　　費0　　その他の収入

1,075,201　今　回　計1,579,651　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

1,075,201　総　　　計1,579,651　総　　　計

　　　平成24年12月４日から　
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月16日まで

日本共産党
候補者届出政党

又は所属党派
石 川　 渉候 補 者 氏 名

佐 藤 真 理出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成24年12月28日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

0　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

219,450　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

0　　雑　　　費0　　その他の収入

219,450　今　回　計0　今　回　計

1,075,201　前　回　計1,579,651　前　回　計

1,294,651　総　　　計1,579,651　総　　　計

　　　平成24年11月22日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年１月８日まで

日本共産党
候補者届出政党

又は所属党派
石 川　 渉候 補 者 氏 名

佐 藤 真 理出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月21日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

0　　通　信　費

0　　交　通　費

285,000　　印　刷　費

0　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

0　　雑　　　費0　　その他の収入

285,000　今　回　計0　今　回　計

1,294,651　前　回　計1,579,651　前　回　計

1,579,651　総　　　計1,579,651　総　　　計

　　　平成24年11月22日から
期間　　　　　　　　　　　　第３回分
　　　平成25年１月11日まで

日本共産党
候補者届出政党

又は所属党派
石 川　 渉候 補 者 氏 名

佐 藤 真 理出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年２月19日　　　　　　　　　　第３回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 2,045,000円　人　件　費

2,081,210　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

1,858,900　　　　　選挙事務所費

222,310　　　　　集合会場費2,000,000円資金管理団体　新風会

326,785　　通　信　費10,000,000　政党支部　自由民主党山形県第一選挙区支部

7,100　　交　通　費

2,438,625　　印　刷　費

1,509,229　　広　告　費

105,144　　文　具　費

234,243　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

164,453　　雑　　　費0　　その他の収入

8,911,789　今　回　計12,000,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

8,911,789　総　　　計12,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月14日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月29日まで

自由民主党
候補者届出政党

又は所属党派
遠 藤 利 明候 補 者 氏 名

土 門 英 嗣出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

262,500円選挙運動用通常葉書の作成

511,000円ビラの作成

1,145,950円ポスターの作成

160,164円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

202,192円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

193,105円個人演説会の立札及び看板の類の作成

2,474,911円計

平成24年12月29日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

173,711　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

1,016,440　　広　告　費

17,279　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

221,741　　雑　　　費0　　その他の収入

1,429,171　今　回　計0　今　回　計

8,911,789　前　回　計12,000,000　前　回　計

10,340,960　総　　　計12,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月14日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年１月19日まで

自由民主党
候補者届出政党

又は所属党派
遠 藤 利 明候 補 者 氏 名

土 門 英 嗣出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月21日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

181,200　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

0　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

0　　雑　　　費0　　その他の収入

181,200　今　回　計0　今　回　計

10,340,960　前　回　計12,000,000　前　回　計

10,522,160　総　　　計12,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月24日から
期間　　　　　　　　　　　　第３回分
　　　平成25年１月23日まで

自由民主党
候補者届出政党

又は所属党派
遠 藤 利 明候 補 者 氏 名

土 門 英 嗣出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月24日　　　　　　　　　　第３回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 1,032,000円　人　件　費

2,415,862　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

1,573,427　　　　　選挙事務所費

842,435　　　　　集合会場費5,000,000円政党　民主党山形県総支部連合会

1,448,519　　通　信　費5,000,000　政党　民主党本部

66,290　　交　通　費4,000,000　政党　民主党山形県第１区総支部

6,008,804　　印　刷　費

1,808,394　　広　告　費

668,587　　文　具　費

442,457　　食　糧　費

244,540　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

1,602,740　　雑　　　費0　　その他の収入

15,738,193　今　回　計14,000,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

15,738,193　総　　　計14,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月14日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月25日まで

民 主 党
候補者届出政党

又は所属党派
鹿 野 道 彦候 補 者 氏 名

青 山 義 彦出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

262,500円選挙運動用通常葉書の作成

462,000円ビラの作成

1,145,950円ポスターの作成

160,164円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

202,192円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

193,105円個人演説会の立札及び看板の類の作成

2,425,911円計

平成24年12月26日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 170,000円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費1,050,000円政党　民主党山形県第１区総支部

586,264　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

0　　広　告　費

130,166　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

810,830　　雑　　　費0　　その他の収入

1,697,260　今　回　計1,050,000　今　回　計

15,738,193　前　回　計14,000,000　前　回　計

17,435,453　総　　　計15,050,000　総　　　計

　　　平成24年11月20日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成24年12月31日まで

民 主 党
候補者届出政党

又は所属党派
鹿 野 道 彦候 補 者 氏 名

青 山 義 彦出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月７日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類　　平成24年12月16日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（山形県第２区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

24,173,400　円

３　報告書の要旨

　　支　出　収　入

　主たる寄附 1,027,500円　人　件　費

100,400　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

98,000　　　　　選挙事務所費

2,400　　　　　集合会場費849,000円政党　日本共産党山形県委員会

0　　通　信　費169,000　政党　日本共産党置賜地区委員会

0　　交　通　費120,000　無職　長沼和子

425,000　　印　刷　費120,000　無職　吉田久

187,000　　広　告　費120,000　無職　情野貞一

0　　文　具　費120,000　無職　島貫幸子

64,625　　食　糧　費120,000　無職　工藤美恵子

69,670　　休　泊　費120,000　無職　横山ひとみ

0　　雑　　　費120,000　無職　冨樫和子

120,000　無職　石塚泰幸

0　　その他の寄附　　　　０件

0　　その他の収入

1,874,195　今　回　計1,978,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

1,874,195　総　　　計1,978,000　総　　　計

　　　平成24年12月４日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月18日まで

日本共産党
候補者届出政党

又は所属党派
岩 本 康 嗣候 補 者 氏 名

長 沼　 博出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成24年12月28日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 342,300円　人　件　費

211,495　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

211,495　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

40,127　　通　信　費

0　　交　通　費

1,652,500　　印　刷　費

2,538,369　　広　告　費

19,496　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

25,557　　雑　　　費4,000,000　　その他の収入

4,829,844　今　回　計4,000,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

4,829,844　総　　　計4,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月20日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月27日まで

日本維新の会
候補者届出政党

又は所属党派
川 野 裕 章候 補 者 氏 名

川 野 恵 子出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

460,000円ビラの作成

1,192,500円ポスターの作成

160,000円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

200,000円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

180,000円個人演説会の立札及び看板の類の作成

2,192,500円計

平成24年12月28日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

0　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

0　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

18,416　　雑　　　費0　　その他の収入

18,416　今　回　計0　今　回　計

4,829,844　前　回　計4,000,000　前　回　計

4,848,260　総　　　計4,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月20日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年１月10日まで

日本維新の会
候補者届出政党

又は所属党派
川 野 裕 章候 補 者 氏 名

川 野 恵 子出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年２月６日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 930,000円　人　件　費

1,965,357　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

1,387,775　　　　　選挙事務所費

577,582　　　　　集合会場費1,000,000円資金管理団体　近藤洋介と次代を創る会

779,518　　通　信　費5,000,000　政党支部　民主党山形県総支部連合会

601,659　　交　通　費5,000,000　政党　民主党

2,241,765　　印　刷　費

1,580,060　　広　告　費

541,071　　文　具　費

277,120　　食　糧　費

693,011　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

2,262,163　　雑　　　費0　　その他の収入

11,871,724　今　回　計11,000,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

11,871,724　総　　　計11,000,000　総　　　計

　　　平成24年10月１日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月26日まで

民 主 党
候補者届出政党

又は所属党派
近 藤 洋 介候 補 者 氏 名

林　崎　徳次郎出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

262,500円選挙運動用通常葉書の作成

462,600円ビラの作成

1,141,500円ポスターの作成

160,164円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

202,192円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

125,000円個人演説会の立札及び看板の類の作成

2,353,956円計

平成24年12月30日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

219,534　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

219,534　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

775,612　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

0　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

0　　雑　　　費0　　その他の収入

995,146　今　回　計0　今　回　計

11,871,724　前　回　計11,000,000　前　回　計

12,866,870　総　　　計11,000,000　総　　　計

　　　平成24年10月５日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年１月31日まで

民 主 党
候補者届出政党

又は所属党派
近 藤 洋 介候 補 者 氏 名

林　崎　徳次郎出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年２月７日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 1,851,211円　人　件　費

247,847　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

99,677　　　　　選挙事務所費

148,170　　　　　集合会場費7,069,677円政党　自由民主党山形県第二選挙区支部

0　　通　信　費

83,763　　交　通　費

2,997,126　　印　刷　費

3,515,780　　広　告　費

30,900　　文　具　費

297,035　　食　糧　費

210,691　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

2,835　　雑　　　費0　　その他の収入

9,237,188　今　回　計7,069,677　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

9,237,188　総　　　計7,069,677　総　　　計

　　　平成24年11月28日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月27日まで

自由民主党
候補者届出政党

又は所属党派
鈴 木 憲 和候 補 者 氏 名

皆 川 友 宏出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

262,500円選挙運動用通常葉書の作成

462,600円ビラの作成

1,209,990円ポスターの作成

160,164円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

201,280円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

193,105円個人演説会の立札及び看板の類の作成

2,489,639円計

平成24年12月29日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名



山　　形　　県　　公　　報 第2427号平成25年３月15日（金曜日）

276

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類　　平成24年12月16日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（山形県第３区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

23,778,500　円

３　報告書の要旨

　　支　出　収　入

　主たる寄附 1,699,000円　人　件　費

1,267,739　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

1,027,369　　　　　選挙事務所費

240,370　　　　　集合会場費7,000,000円政治団体　新寿会

2,120　　通　信　費

0　　交　通　費

2,447,120　　印　刷　費

1,895,422　　広　告　費

66,735　　文　具　費

78,499　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

627,689　　雑　　　費0　　その他の収入

8,084,324　今　回　計7,000,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

8,084,324　総　　　計7,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月１日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月27日まで

候補者届出政党

又は所属党派
阿 部 寿 一候 補 者 氏 名

西 村　 修出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

246,225円選挙運動用通常葉書の作成

418,950円ビラの作成

1,101,894円ポスターの作成

94,500円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

202,192円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

2,063,761円計

平成24年12月28日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

484,408　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

482,808　　　　　選挙事務所費

1,600　　　　　集合会場費0円

245,077　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

241,500　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

0　　雑　　　費0　　その他の収入

970,985　今　回　計0　今　回　計

8,084,324　前　回　計7,000,000　前　回　計

9,055,309　総　　　計7,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月14日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年１月28日まで

候補者届出政党

又は所属党派
阿 部 寿 一候 補 者 氏 名

西 村　 修出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月29日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 2,515,000円　人　件　費

385,690　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

56,490　　　　　選挙事務所費

329,200　　　　　集合会場費13,000,000円政党　自由民主党山形県第三選挙区支部

1,269,823　　通　信　費

80,751　　交　通　費

1,991,438　　印　刷　費

2,390,036　　広　告　費

40,571　　文　具　費

378,109　　食　糧　費

287,423　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

707,317　　雑　　　費0　　その他の収入

10,046,158　今　回　計13,000,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

10,046,158　総　　　計13,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月19日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月27日まで

自由民主党
候補者届出政党

又は所属党派
加 藤 紘 一候 補 者 氏 名

阿 達 岩 雄出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

262,500円選挙運動用通常葉書の作成

462,700円ビラの作成

891,500円ポスターの作成

160,164円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

202,192円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

193,105円個人演説会の立札及び看板の類の作成

2,172,161円計

平成24年12月28日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 680,000円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

255,763　　通　信　費

0　　交　通　費

292,412　　印　刷　費

0　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

94,366　　雑　　　費0　　その他の収入

1,322,541　今　回　計0　今　回　計

10,046,158　前　回　計13,000,000　前　回　計

11,368,699　総　　　計13,000,000　総　　　計

　　　平成24年11月20日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年２月４日まで

自由民主党
候補者届出政党

又は所属党派
加 藤 紘 一候 補 者 氏 名

阿 達 岩 雄出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年２月６日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 307,500円　人　件　費

101,543　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

99,043　　　　　選挙事務所費

2,500　　　　　集合会場費1,500,000円会社役員　佐藤晴昭

0　　通　信　費100,000　歯科医師　熊谷崇

0　　交　通　費100,000　自営業　佐藤由利子

1,909,112　　印　刷　費

1,540,046　　広　告　費

5,089　　文　具　費

73,709　　食　糧　費

0　　休　泊　費25,000　　その他の寄附　　　　２件

127,721　　雑　　　費5,000,000　　その他の収入

4,064,720　今　回　計6,725,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

4,064,720　総　　　計6,725,000　総　　　計

　　　平成24年11月20日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月22日まで

日本維新の会
候補者届出政党

又は所属党派
佐 藤 丈 晴候 補 者 氏 名

佐 藤　 恵出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

262,500円選挙運動用通常葉書の作成

462,700円ビラの作成

1,183,912円ポスターの作成

160,164円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

202,192円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

193,105円個人演説会の立札及び看板の類の作成

2,464,573円計

平成24年12月28日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

8,446　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

158,539　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

64,290　　雑　　　費0　　その他の収入

231,275　今　回　計0　今　回　計

4,064,720　前　回　計6,725,000　前　回　計

4,295,995　総　　　計6,725,000　総　　　計

　　　平成24年11月１日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年１月８日まで

日本維新の会
候補者届出政党

又は所属党派
佐 藤 丈 晴候 補 者 氏 名

佐 藤　 恵出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月10日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名



山　　形　　県　　公　　報 第2427号平成25年３月15日（金曜日）

282

　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

4,952　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

　0　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

4,639　　雑　　　費0　　その他の収入

9,591　今　回　計0　今　回　計

4,295,995　前　回　計6,725,000　前　回　計

4,305,586　総　　　計6,725,000　総　　　計

　　　平成24年11月１日から
期間　　　　　　　　　　　　第３回分
　　　平成25年１月25日まで

日本維新の会
候補者届出政党

又は所属党派
佐 藤 丈 晴候 補 者 氏 名

佐 藤　 恵出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月30日　　　　　　　　　　第３回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 1,547,500円　人　件　費

106,988　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

106,988　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費81,000円政党　日本共産党鶴岡地区委員会

5,735　　通　信　費1,865,000　政党　日本共産党山形県委員会

0　　交　通　費60,000　政党　日本共産党酒田地区委員会

365,000　　印　刷　費

406,500　　広　告　費

11,625　　文　具　費

89,923　　食　糧　費

6,700　　休　泊　費615,400　　その他の寄附　　　 136件

17,312　　雑　　　費0　　その他の収入

2,557,283　今　回　計2,621,400　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

2,557,283　総　　　計2,621,400　総　　　計

　　　平成24年11月20日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月25日まで

日本共産党
候補者届出政党

又は所属党派
長谷川　　 剛候 補 者 氏 名

阿 部 皇 治出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成24年12月27日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

0　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

0　　　　　選挙事務所費

0　　　　　集合会場費0円

9,043　　通　信　費

0　　交　通　費

0　　印　刷　費

0　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

0　　雑　　　費0　　その他の収入

9,043　今　回　計0　今　回　計

2,557,283　前　回　計2,621,400　前　回　計

2,566,326　総　　　計2,621,400　総　　　計

　　　平成24年12月１日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年１月24日まで

日本共産党
候補者届出政党

又は所属党派
長谷川　　 剛候 補 者 氏 名

阿 部 皇 治出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月28日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名



山　　形　　県　　公　　報 第2427号平成25年３月15日（金曜日）

285

　　支　出　収　入

　主たる寄附 779,000円　人　件　費

225,855　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

101,375　　　　　選挙事務所費

124,480　　　　　集合会場費6,100,000円政党　社会民主党山形県連合

53,360　　通　信　費30,000　無職　山崎晋吾

0　　交　通　費

1,908,412　　印　刷　費

1,008,682　　広　告　費

122,042　　文　具　費

255,085　　食　糧　費

148,500　　休　泊　費60,000　　その他の寄附　　　　６件

249,467　　雑　　　費0　　その他の収入

4,750,403　今　回　計6,190,000　今　回　計

0　前　回　計0　前　回　計

4,750,403　総　　　計6,190,000　総　　　計

　　　平成24年11月22日から
期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　平成24年12月17日まで

社会民主党
候補者届出政党

又は所属党派
吉 泉 秀 男候 補 者 氏 名

木 村 正 弘出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

262,500円選挙運動用通常葉書の作成

462,000円ビラの作成

1,183,912円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

1,908,412円計

平成24年12月28日　　　　　　　　　　第１回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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  海区漁業調整委員会関係  

指　　　　　示

山形海区漁業調整委員会指示第１号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定により、山形海区管内の海域における水産資源の保護及び

漁場の秩序ある利用を図るため、次のとおり指示する。

　　平成25年３月15日

山 形 海 区 漁 業 調 整 委 員 会　　　　

会　　長　　加　　　藤　　　　　　　栄

１　火光を利用した遊漁に係る光力制限

　(1) 次の表の左欄に掲げる海域において、一の船舶が火光を利用して遊漁を行う際に集魚灯として使用すること

ができる光源の種類及び個数は同表の中欄に掲げるとおりとし、一の船舶の集魚灯の消費電力合計の最高限度

は同表の右欄に掲げるとおりとする。

　　支　出　収　入

　主たる寄附 0円　人　件　費

255,872　　家　屋　費
（寄附額）（職　業）

　　　　　　　　　　　　　

229,842　　　　　選挙事務所費

26,030　　　　　集合会場費0円

99,287　　通　信　費

0　　交　通　費

15,750　　印　刷　費

537,600　　広　告　費

0　　文　具　費

0　　食　糧　費

0　　休　泊　費0　　その他の寄附　　　　０件

132,844　　雑　　　費0　　その他の収入

1,041,353　今　回　計0　今　回　計

4,750,403　前　回　計6,190,000　前　回　計

5,791,756　総　　　計6,190,000　総　　　計

　　　平成24年11月30日から
期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　平成25年１月31日まで

社会民主党
候補者届出政党

又は所属党派
吉 泉 秀 男候 補 者 氏 名

木 村 正 弘出納責任者氏名

金　　　　　額項　　　　　目

支出のうち公費負担相当額

0円選挙運動用通常葉書の作成

0円ビラの作成

0円ポスターの作成

0円選挙事務所の立札及び看板の類の作成

0円選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

0円個人演説会の立札及び看板の類の作成

0円計

平成25年１月31日　　　　　　　　　　第２回報告分報告書受理年月日

氏　名

団体名
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集魚灯の消費電力

合計の最高限度　

使用することができる光源

海　　　域

個　　数種　　類

10キロワット水中使用　１個（消費

電力が３キロワット以

内のものに限る。）

船上使用　３個以内

白熱灯又は放電灯

（メタルハライドラ

ンプを除く。）

山形県海面共同漁業権漁場区域（免許

番号海共第１号）

10キロワット水中使用　１個

船上使用　３個以内

白熱灯又は放電灯

（メタルハライドラ

ンプを除く。）

山形県海面共同漁業権漁場区域（免許

番号海共第２号）及び酒田港に係る山

形県海面共同漁業権消滅区域

10キロワット水中使用　１個

船上使用　３個以内

白熱灯又は放電灯山形県と秋田県の境に設置した漁場基

点（以下「基点第１号」という。）か

ら真方位292度の線及び酒田市と鶴岡

市の境に設置した漁場基点（以下「基

点第３号」という。）から真方位294度

43分の線との間における最大高潮時海

岸線から6,000メートル以内の海域か

ら山形県海面共同漁業権漁場区域（免

許番号海共第２号）及び酒田港に係る

山形県海面共同漁業権消滅区域を除い

た海域

10キロワット制限なし白熱灯又は放電灯

（メタルハライドラ

ンプを除く。）

基点第３号、基点第３号から真方位

294度43分5,000メートルの点（以下

「アの点」という。）、平成17年９月30

日における鶴岡市と西田川郡温海町と

の境に設置した漁場基点（以下「基点

第４号」という。）から真方位295度45

分5,000メートルの点（以下「イの

点」という。）及び基点第４号の各点

を順次直線で結んだ線と最大高潮時海

岸線によって囲まれた海域

１月から６月までの

間は10キロワット、

７月から12月までの

間は30キロワット

制限なし白熱灯又は放電灯

（メタルハライドラ

ンプを除く。）

アの点、基点第３号から真方位294度

43分6,500メートルの点（以下「ウの

点」という。）、基点第４号から真方位

295度45分6,500メートルの点（以下

「エの点」という。）、イの点及びアの

点の各点を順次直線で結んだ線によっ

て囲まれた海域

30キロワット制限なし白熱灯又は放電灯

（メタルハライドラ

ンプを除く。）

基点第３号から真方位294度43分の線

と基点第４号から真方位295度45分の

線の間における最大高潮時海岸線から

7,400メートル以内の海域から基点第

３号、ウの点、エの点及び基点第４号

の各点を順次直線で結んだ線と最大高

潮時海岸線によって囲まれた海域を除

いた海域
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　(2) 山形県共同漁業権漁場区域（免許番号海共第４号）及び鼠ヶ関港に係る山形県共同漁業権消滅区域では、船

舶が火光を利用した遊漁を行ってはならない。

２　制限期間

　　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで

10キロワット水中使用　１個

船上使用　３個以内

白熱灯又は放電灯

（メタルハライドラ

ンプを除く。）

基点第４号、イの点、山形県と新潟県

の境に設置した漁場基点（以下「基点

第５号」という。）から磁針方位西北

西5,000メートルの点（以下「オの点」

という。）及び基点第５号の各点を順

次直線で結んだ線と最大高潮時海岸線

によって囲まれた海域から山形県共同

漁業権漁場区域（免許番号海共第４

号）及び鼠ヶ関港に係る山形県共同漁

業権消滅区域を除いた海域

1月から６月までの

間は10キロワット、

７月から12月までの

間は30キロワット

水中使用　１個

船上使用　３個以内

白熱灯又は放電灯

（メタルハライドラ

ンプを除く。）

イの点、エの点、基点第５号から磁針

方位西北西6,500メートルの点（以下

「カの点」という。）、オの点及びイの

点の各点を順次直線で結んだ線によっ

て囲まれた海域

30キロワット水中使用　１個

船上使用　３個以内

白熱灯又は放電灯

（メタルハライドラ

ンプを除く。）

基点第４号から真方位295度45分の線

と基点第５号から磁針方位西北西の線

の間における最大高潮時海岸線から

7,400メートル以内の海域から基点第

４号、エの点、カの点及び基点第５号

の各点を順次直線で結んだ線と最大高

潮時海岸線によって囲まれた海域を除

いた海域

30キロワット制限なし白熱灯又は放電灯基点第１号から真方位292度の線と基

点第３号から真方位294度43分の線と

の間における最大高潮時海岸線から

6,000メートルより沖合の海域及び基

点第３号から真方位294度43分の線と

基点第５号から磁針方位西北西の線の

間における最大高潮時海岸線から

7,400メートルより沖合の海域
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